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(57)【要約】
メール・フォルダーでの新規の電子通信メッセージのド
ラフト管理を提供する。ユーザーが新規の電子メール・
メッセージを生成することを選択すると、新規のメッセ
ージのドラフトが１つ以上のユーザーのメールボックス
・フォルダーのリスト・ビューに現れる。リスト・ビュ
ーは、マールボックス・フォルダーおよびドラフト・フ
ォルダーの両方からの凝集したコンテンツを表示するこ
とができる。ドラフトはドラフト・メッセージとして識
別することができ、その結果、ユーザーがドラフト・メ
ッセージおよび他の電子メール・メッセージの間を区別
するのを容易にする。ドラフトが削除されると、または
ドラフトが送信されると、リスト・ビューから削除され
る。加えて、選択制御をユーザー・インターフェースに
提供することができ、グルーピングにより電子メールの
アイテムをソートすることができる。ドラフト選択制御
の選択は、ユーザーの電子メール・アカウント内でドラ
フト／アイテムを表示させることができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドラフト電子通信メッセージの管理を提供する方法であって、
　電子メール・メッセージ（２１０）を生成するために、選択の指標を受け取るステップ
（６１５）と、
　前記電子メール・メッセージのドラフトを保存するステップ（６２０）と、       
　前記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイテム（２１５）を、１つ以上の
メールボックス・フォルダー（１１０，１４５，１５０，１５５，１６０，１７０）の電
子メール・メッセージ・アイテムのリスト（１１５，１２０，１２５）に含めるステップ
（６２０）と
を含む、方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法であって、更に、
　別のタスクを実行するために、選択の指標を受け取るステップ（６２５）と、
　前記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイテムを、前記１つ以上のメール
ボックス・フォルダーの電子メール・メッセージ・アイテムの前記リストに含めるのを続
けるステップ（６３０）と
を含む、方法。
【請求項３】
　請求項２記載の方法であって、更に、
　前記ドラフト電子メール・メッセージの選択の指標を受け取るステップ（６３５）と、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージを保存し、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージを送信し（６４０）、または、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージを削除する（６４０）
　ための指標を受け取るステップと、
　前記ドラフト電子メール・メッセージを保存するための指標を受け取ると、前記ドラフ
ト電子メール・メッセージを保存すると共に、前記１つ以上のメールボックス・フォルダ
ーの電子メール・メッセージ・アイテムの前記リストにおいて前記ドラフト電子メール・
メッセージのドラフト・アイテムを更新するステップ（６２０）と、
　前記ドラフト電子メール・メッセージを送信するための指標を受け取ると、前記ドラフ
ト電子メール・メッセージを送信すると共に、前記１つ以上のメールボックス・フォルダ
ーの電子メール・メッセージ・アイテムの前記リストから、前記ドラフト電子メール・メ
ッセージのドラフト・アイテムを除去するステップ（６４５）と、
　前記ドラフト電子メール・メッセージを削除するための指標を受け取ると、前記ドラフ
ト電子メール・メッセージを削除すると共に、前記１つ以上のメールボックス・フォルダ
ーの電子メール・メッセージ・アイテムの前記リストから、前記ドラフト電子メール・メ
ッセージのドラフト・アイテムを除去するステップ（６４５）と
を含む、方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法であって、前記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイ
テムを１つ以上のメールボックス・フォルダーの電子メール・メッセージ・アイテムのリ
ストに含める前記ステップが、前記ドラフト電子メール・メッセージを、ドラフトとして
区別する識別子２２０を含めることを含む、方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法であって、前記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイ
テムを、１つ以上のメールボックス・フォルダーの電子メール・メッセージ・アイテムの
リストにる前記ステップが、１つ以上の選択制御（５０５）を設けて、ドラフト・アイテ
ム・グルーピングを含む１つ以上のグルーピングによって電子メール・アイテムをソート
することを含む、方法。
【請求項６】
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　ドラフト電子通信メッセージの管理を提供するシステムであって、
　メモリ・ストレージ（７０４，７０９，７１０）と、
　該メモリ・ストレージに結合される処理ユニット（７０２）と
を備え、前記処理ユニットが、
　　電子メール・メッセージ（２１０）を生成するために選択の指標を受け取り、
　　前記電子メール・メッセージのドラフトを保存し、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイテム（２１５）を、１つ以上
のメールボックス・フォルダー（１１０，１４５，１５０，１５５，１６０，１７０）の
電子メール・メッセージ・アイテムのリスト（１１５，１２０，１２５）に含める
　ように動作可能である、システム。
【請求項７】
　請求項６記載のシステムにおいて、前記処理ユニットが、更に、
　前記ドラフト電子メール・メッセージの選択の指標を受け取り、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージを保存し、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージを送信し（６４０）、または、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージを削除する（６４０）
　ための指標を受け取り、
　前記ドラフト電子メール・メッセージを保存するための指標を受け取る場合に、前記ド
ラフト電子メール・メッセージを保存すると共に、前記１つ以上のメールボックス・フォ
ルダーの電子メール・メッセージ・アイテムの前記リストにおいて前記ドラフト電子メー
ル・メッセージのドラフト・アイテムを更新し、
　前記ドラフト電子メール・メッセージを送信するための指標を受け取る場合に、前記ド
ラフト電子メール・メッセージを送信すると共に、前記１つ以上のメールボックス・フォ
ルダーの電子メール・メッセージ・アイテムの前記リストから、前記ドラフト電子メール
・メッセージのドラフト・アイテムを除去し、
　前記ドラフト電子メール・メッセージを削除するための指標を受け取る場合に、前記ド
ラフト電子メール・メッセージを削除すると共に、前記１つ以上のメールボックス・フォ
ルダーの電子メール・メッセージ・アイテムの前記リストから、前記ドラフト電子メール
・メッセージのドラフト・アイテムを除去する
ように動作可能である、システム。
【請求項８】
　請求項７記載のシステムにおいて、前記処理ユニットが、更に、
　前記電子メール・メッセージのドラフトを、
　　ドラフト・フォルダー（１４５）、
　　インボックス・フォルダー（１１０）、
　　メールボックス・フォルダー（１５５，１６０）、
　　ドラフト・フォルダーおよびインボックス・フォルダーのコンテンツを含む凝集した
フォルダー、または
　　ドラフト・フォルダーおよびメールボックス・フォルダーのコンテンツを含む凝集し
たフォルダー
　の内１つ以上に保存し、
　前記電子メール・メッセージのドラフトを、
　　電子メール・メッセージを生成する選択、
　　前記電子メール・メッセージを保存する選択、
　　前記電子メール・メッセージをクローズする選択、
　　別のタスクを実行する選択、
　　電子メール・メッセージを生成する選択の指標を受け取った後、所定の時間量の経過
　の内の１つの指標を受け取ったら保存する
ように動作可能である、システム。
【請求項９】
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　ドラフト電子通信メッセージの管理を提供するためのコンピューター実行可能命令を有
するコンピューター可読媒体であって、
　電子メール・メッセージを生成するために、選択の指標を受け取り（６１５）、
　前記電子メール・メッセージのドラフトを、
　　ドラフト・フォルダー（１４５）、
　　インボックス・フォルダー（１１０）、
　　メールボックス・フォルダー（１５５，１６０）、
　　ドラフト・フォルダーおよびインボックス・フォルダーのコンテンツを含む凝集した
フォルダー、または
　　ドラフト・フォルダーおよびメールボックス・フォルダーのコンテンツを含む凝集し
たフォルダー
　の内１つ以上に保存し（６２０）、
　前記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイテムを、１つ以上のメールボッ
クス・フォルダーの電子メール・メッセージ・アイテムのリストに含め（６２０）、
　別のタスクを実行するために、選択の指標を受け取り（６２５）、
　前記ドラフト電子メール・メッセージのドラフト・アイテムを、前記１つ以上のメール
ボックス・フォルダーの電子メール・メッセージ・アイテムの前記リストに含めることを
続け（６３０）、
　前記ドラフト電子メール・メッセージの選択の指標を受け取り（６３５）、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージを保存し、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージを送信し（６４０）、または、
　　前記ドラフト電子メール・メッセージを削除する（６４０）
　ための指標を受け取り、
　前記ドラフト電子メール・メッセージを保存するための指標を受け取る場合に、前記ド
ラフト電子メール・メッセージを保存すると共に、前記１つ以上のメールボックス・フォ
ルダーの電子メール・メッセージ・アイテムの前記リストにおいて前記ドラフト電子メー
ル・メッセージのドラフト・アイテムを更新し（６２０）、
　前記ドラフト電子メール・メッセージを送信するための指標を受け取る場合に、前記ド
ラフト電子メール・メッセージを送信すると共に、前記１つ以上のメールボックス・フォ
ルダーの電子メール・メッセージ・アイテムの前記リストから、前記ドラフト電子メール
・メッセージのドラフト・アイテムを除去し（６４５）、
　前記ドラフト電子メール・メッセージを削除するための指標を受け取る場合に、前記ド
ラフト電子メール・メッセージを削除すると共に、前記１つ以上のメールボックス・フォ
ルダーの電子メール・メッセージ・アイテムの前記リストから、前記ドラフト電子メール
・メッセージのドラフト・アイテムを除去する
ことを含む、コンピューター可読媒体。
【請求項１０】
　請求項１９記載のコンピューター可読媒体であって、前記ドラフト電子メール・メッセ
ージのドラフト・アイテムを、電子メール・メッセージ・アイテムのリストに含めること
が、
　　１つ以上の選択制御（５０５）を設けて、ドラフト・アイテム・グルーピングを含む
１つ以上のグルーピングによって電子メール・アイテムをソートし、
　　前記ドラフト・アイテム・グルーピングの選択の指標を受け取り、
　　ドラフト電子メール・メッセージ・アイテムの表示を提供する
ことを含む、コンピューター可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　電子メール・クライアント・アプリケーションを使用するときに、ユーザーが電子メー
ルを作成し、後に電子メールへの作業を継続できるように、それをドラフトとして保存す
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ることがしばしばある。当該ドラフトは次いで、彼のメール・ボックス内のドラフト・フ
ォルダーに保存される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　ドラフトへの作業を継続するために、ユーザーは、ドラフト・フォルダーを選択し、所
望のドラフトを見つけ出して、それをオープンしなければならない場合がある。他のフォ
ルダーに切り替える、または他のフォルダーをオープンしなければならず、それ故、ドラ
フトへの作業を継続できるために、ユーザーが作業していることのコンテキストを損失し
なければならない。このことは、非効率なものと認められ、生産性を妨害することになる
。
【０００３】
　幾らかの電子メール・クライアント・アプリケーションは、会話ツリーおよび会話ビュ
ー手段によって会話への返信についてドラフトの管理を考慮している。ここでは、ユーザ
ーのメール・ボックス内の全フォルダーにわたる会話ストリングの全メッセージが、リス
ト・ビューおよび／または読み出し枠(reading pane)内に現れる。
【０００４】
　これらおよび他の考慮点に関して、本発明がなされている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態は、メールボックス・フォルダー内の新規の電子通信メッセージに対
するドラフト管理を提供することで、上記および他の課題を解決する。実施形態によれば
、ユーザーが新規の電子メール・メッセージを生成するのを選択するときに、当該新規の
メッセージのドラフトをユーザーのドラフト・フォルダーに格納することができ、そして
、ユーザーのインボックスまたは他のメールボックス・フォルダーのリスト・ビューに現
すことができる。ドラフトが削除されるとき、または、ドラフトが送信されるときに、イ
ンボックスまたは他のメールボックス・フォルダーのリスト・ビューからドラフトを除外
することができる。リスト・ビューは、選択したメールボックス・フォルダーおよびドラ
フト・フォルダーの両方から凝集した内容を表示できる。
【０００６】
　１つ以上の実施形態の詳細は、添付の図面および以下の説明に記載する。他の特徴およ
び効果は、以下の詳細な説明の読み込みおよび関連する図面の検討を通じて明らかなもの
になる。以下の詳細な説明は例示に過ぎず、特許請求される本発明について限定的なもの
ではない。
【０００７】
　本摘要は、以下の発明の詳細な説明において更に説明する単純化した形態で、概念の選
択を導入するために設けている。本概要は特許請求する主題の鍵となる特徴点または必須
の特徴点を特定することを意図せず、また、特許請求する主題の範囲を決定する際の補助
を意図するものではない。
【０００８】
　添付の図面は、本開示に組み込んでその一部を構成し、本発明の各種実施形態について
例示するものである。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、タブレット型のコンピューティング・デバイスに表示される電子メール
・クライアント・アプリケーション・ユーザー・インターフェースを示す例示のスクリー
ンショットの具体例である。
【図２】図２は、新規の電子メール・メッセージのドラフトを示す例示のスクリーンショ
ットの具体例である。
【図３】図３は、電子メール・クライアント・アプリケーション・ユーザー・インターフ
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ェースの読み出し枠に表示される、インラインの作成形態(compose form)を示す例示のス
クリーンショットの具体例である。
【図４】図４は、ユーザーのインボックスに現れ、受信した電子メール・メッセージの下
に配置されるドラフト・リストを示す例示のスクリーンショットの具体例である。
【図５】図５は、電子メール・クライアント・アプリケーションのインボックス・フォル
ダー内の新規な電子通信メッセージのためにドラフト管理を提供する方法についてのフロ
ー・チャートである。
【図６】図６は、ドラフト電子メール・メッセージによってソートされたユーザー・イン
ボックスのアイテムを示す例示のスクリーンショットの具体例である。
【図７】図７は、本発明の実施形態を実施できるコンピューティング・デバイスの例示の
物理コンポーネントを例示するブロック図である。
【図８Ａ】図８Ａは、本発明の実施形態を実施することができるモバイル・コンピューテ
ィング・デバイスの簡略化したブロック図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、本発明の実施形態を実施することができるモバイル・コンピューテ
ィング・デバイスの簡略化したブロック図である。
【図９】図９は、本発明の実施形態を実施することができる分散コンピューティング・シ
ステムの簡略化したブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　先に簡単に説明したように、本発明の実施形態は、電子メール・クライアント・アプリ
ケーションのメールボックス・フォルダー内の新規の電子通信メッセージのためにドラフ
ト管理を提供することに向けられる。
【００１１】
　現行のシステムでは、ユーザーが電子メールを生成するときに、本システムは、所定の
時間量の後に電子メールのドラフトを自動的に保存することができるか、または、ユーザ
ーがその電子メールをドラフトとして手動で保存することができる。電子メールがドラフ
トとして保存される場合は、電子メールはドラフト・フォルダーに保存できる。ユーザー
が電子メールをクローズして、後にそれを再度オープンしたい場合は、彼はドラフト・フ
ォルダーへ行き、当該電子メールを見つけて、次いで、それを再度オープンする必要があ
る。このことは非効率的となり得ることは明らかであろう。また、電子メール・クライア
ント・アプリケーションを使用するときに、ユーザーはそれらの時間の大部分をインボッ
クスまたは他のメールボックス・フォルダーに費やすることもしばしばある。つまり、ド
ラフトの電子メールがドラフト・フォルダーに保存されると、ユーザーが当該ドラフトに
ついて忘れ、完成および送信を忘れることが容易にある。
【００１２】
　本発明の実施形態は、ユーザーが新規の電子メール・メッセージを生成するのを選択す
るときに、新規のメッセージのドラフトがユーザーのインボックスまたは他のメールボッ
クス・フォルダーのリスト・ビューに現れ得るような電子メール・ドラフトの管理を提供
する。リスト・ビューは、選択されたメールボックス・フォルダーおよびドラフト・フォ
ルダーの両方から凝集されるコンテンツを表示できる。ドラフトはドラフト・メッセージ
として明確に特定することができ、ドラフト・メッセージと他の電子メール・メッセージ
をユーザーが区別するのを容易にできる。ドラフトが削除されるとき、または、ドラフト
が送信されるときに、当該ドラフトはメールボックス・フォルダーのリスト・ビューから
除外できる。
【００１３】
　以下の詳細な説明では、添付の図面を参照する。可能な場合には、同一または類似の要
素を参照するのに、同一の符号が図面および以下の説明において用いられる。本発明の実
施形態について説明する一方で、変更態様、改作および他の実装が可能である。例えば、
置換、追加または修正を、図面に示す要素に対して行うことができる。また、本明細書に
説明する方法について、開示する方法に対し段階の置換、再順序付け、または追加によっ
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て修正することができる。したがって、以下の詳細な説明は、本発明を制限するものでは
なく、その替わりとして、本発明の適切な範囲は、添付の特許請求の範囲に規定される。
【００１４】
　これより図面を参照する。同様の符号は同様の要素を表して、各種実施形態について説
明する。図１は、電子メール・クライアント・アプリケーション・ユーザー・インターフ
ェース１０５を示す例示のスクリーンショット１００について説明する。例示の目的で、
スクリーンショット１００は、タブレット型のコンピューティング・デバイス９１８Ｂの
ディスプレイ面を示す。タブレット型のコンピューティング・デバイス９１８Ｂは、本明
細書に説明する、スクリーンショット１００を表示するために用いることができる数多く
のコンピューティング・デバイスのわずか１つに過ぎないことが認められて然るべきであ
る。図示のように、ユーザーのインボックス１１０のコンテンツは、ユーザー・インター
フェース１０５でのリスト・ビュー内に表示される。ユーザーのインボックス１１０は、
アイテムのリスト（例えば、電子メール１１５，１２０，１２５）をユーザーの電子メー
ル・アカウントのインボックス・フォルダー１１０に含めることができる。一実施形態に
よれば、また、より詳細に以下に説明するように、インボックス・フォルダー１１０は、
他の電子メール・フォルダーに移動されていない受信済みの電子メール・アイテムおよび
送信されていないドラフト電子メール・メッセージを含む、凝集されたフォルダーとする
ことができる。ユーザー・インターフェース１０５は、１つ以上のメールボックス・フォ
ルダー１１０，１４５，１５０，１５５，１６０，１７０のリストをユーザーの電子メー
ル・アカウントに含めることができるナビゲーション枠(navigation pane)１３５を含む
ことができる。図１～図５に示すメールボックス・フォルダー１１０，１４５，１５０，
１５５，１６０，１７０は例示目的であり、電子メール・アカウントに含まれる数多くの
各種メールボックス・フォルダーのわずか幾らかに過ぎないことが認められて然るべきで
ある。電子メール・アカウントは、だいたいメールボックス・フォルダー１１０，１４５
，１５０，１５５，１６０，１７０を含むことができ、図示したものと異なるフォルダ・
タイプとしてもよい。実施形態によれば、電子メール・アカウントの１つ以上のメールボ
ックス・フォルダー１１０，１４５，１５０，１５５，１６０，１７０の各々は、フォル
ダーに保存された電子メール・アイテム、および送信されていないドラフト電子メール・
メッセージを含めることができる。ユーザー・インターフェース１０５はまた、ユーザー
のインボックス１１０または他のメールボックス・フォルダーにおいて、選択されたアイ
テムをオープンする必要なく当該アイテムを表示するのに利用できる読み出し枠１３０を
含むこともできる。例えば、図１に示すように、ユーザーのインボックス１１０において
選択された電子メール１２０は、読み出し枠１３０に表示されている。
【００１５】
　これより図２を参照して、新規の電子メール・メッセージのドラフトを示す例示のスク
リーンショット２００について説明する。図２に示すように、新規の電子メールを生成す
る機能の選択（例えば、新規の電子メール機能コントロール１７５の選択）の指標を受け
取ると、ユーザーは、新規の電子メール・メッセージを作成できるユーザー・インターフ
ェース・エレメント２０５と共に提示される。実施形態によれば、新規の電子メール・メ
ッセージ２１０が生成されているときには、新規なメッセージ２１０のドラフトは、ユー
ザーのインボックス１１０に、またはユーザーの電子メール・アカウントの他のメールボ
ックス・フォルダー１４５，１５０，１５５，１６０，１７０にアイテムとしてリストす
ることができる。新規のメッセージ２１０のドラフトを表すドラフト・アイテム２１５は
、ユーザーのインボックス１１０および他のメールボックス・フォルダー１４５，１５０
，１５５，１６０，１７０に提示することができる。そして、ユーザーのメールボックス
・フォルダーの他のアイテム（電子メール１１５，１２０，１２５）中にリストすること
ができる。一実施形態によれば、新規のメッセージ２１０のドラフトを表すドラフト・ア
イテム２１５は、新規の電子メール・メッセージを生成する選択の指標を受け取ると直ち
に提示することができる。他の実施形態によれば、新規のメッセージ２１０のドラフトを
表すドラフト・アイテム２１５は、新規の電子メール・メッセージ２１０の作成をユーザ
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ーが開始した後の所定の時間に提示することができる。他の実施形態によれば、新規のメ
ッセージ２１０のドラフトを表すドラフト・アイテム２１５は、新規の電子メール・メッ
セージ２１０のドラフトを保存するユーザー選択の後に提示することができる。新規のメ
ッセージ２１０のドラフトを表すドラフト・アイテム２１５は、電子メール・メッセージ
をドラフト電子メール・メッセージとして区別する識別子２２０を含むことができる。例
えば、図２に示すように、識別子２２０は、ブラケット内に「ドラフト」というワードと
することができる。ユーザーは、それを送ることのない、新規の電子メール・メッセージ
２１０をクローズすることを選択できる。電子メール・メッセージ２１０が削除または送
信されるまで、新規のメッセージのドラフト２１０および識別子２２０を表すドラフト・
アイテム２１５は、ユーザーのメールボックス・フォルダー１１０，１４５，１５０，１
５５，１６０，１７０に表示されたままとしてもよい。
【００１６】
　一実施形態によれば、新規のメッセージ２１０のドラフトを表すドラフト・アイテム２
１５は、生成された順に、また新規のメッセージが受信された順に現れることができる。
例えば、ユーザーがドラフト電子メール・メッセージ２１０を保存するときに、ドラフト
・アイテム２１５がユーザーのメールボックス・フォルダー１１０，１４５，１５０，１
５５，１６０，１７０のトップに現れることができる。図２に示すように、ドラフト・ア
イテム２１５は、ユーザーのインボックス・フォルダー１１０のトップに現れる。ユーザ
ーがドラフト２１０を保存した後に彼が新規の電子メール・メッセージを受信する場合、
新規の電子メール・アイテムはドラフト・アイテム２１５の上に現れることができる。他
の実施形態によれば、ドラフト・アイテム２１５は、ドラフト２１０が保存された後に新
規のメッセージが受信されまたはフォルダーに保存される場合でも、ユーザーのメールボ
ックス・フォルダー１１０，１４５，１５０，１５５，１６０，１７０の頂部にリストさ
れるままとすることができる。ユーザーが所望するとおりに、彼のメールボックス・フォ
ルダー１１０，１４５，１５０，１５５，１６０，１７０のドラフト・アイテム２１５の
表示をユーザーがカスタマイズできるよう設定を提供できるのは明らかである。
【００１７】
　これより図３を参照する。電子メール・クライアント・アプリケーションのユーザー・
インターフェース１０５の読み出し枠１３０に表示されるインラインの作成形態３０５に
ついての例示のスクリーンショット３００を説明する。実施形態によれば、ユーザーが、
メールボックス・フォルダー１１０，１５０，１５５，１６０，１７０にリストされるド
ラフト・アイテム２１５を選択するときに、ドラフト電子メール・メッセージ２１０は、
ユーザーがドラフト・フォルダー１４５へ行く必要なしに、ユーザーに対し再オープンす
ることができる。一実施形態によれば、ドラフト電子メール・メッセージ２１０は、新規
のウインドウで再オープンすることができる。他の実施形態によれば、図３に示すように
、ドラフト電子メール・メッセージ２１０は、電子メール・クライアント・アプリケーシ
ョンのユーザー・インターフェース１０５の読み出し枠１３０に表示されるインラインの
作成形態３０５で再オープンおよび表示することができる。ユーザーは、電子メール・メ
ッセージ２１０のドラフトを継続することができ、次いで、メッセージの削除、メッセー
ジの送信、または再度のドラフトの保存のいずれかを行うことができる。ユーザーがドラ
フト電子メール・メッセージ２１０の保存を選択する場合は、ドラフト・アイテム２１５
は、ユーザーのメールボックス・フォルダー１１０，１４５，１５０，１５５，１６０，
１７０の頂部に現れることができ、保存動作の時間３１５、電子メール２１０の表題、お
よび電子メールのコンテンツといった如何なる修正態様をも含めることができる。例えば
、図示するように、コンテンツをドラフト電子メール・メッセージ２１０に追加してドラ
フトを再保存すると、ドラフト・アイテム２１５は、ユーザーのインボックス１１０の頂
部に現れ、そして、ドラフト電子メール・メッセージ２１０のコンテンツの開始部を示す
プレビュー線３１０を含める。
【００１８】
　これより図４を参照する。ユーザーのインボックス１１０に現れ、受信した電子メール
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・メッセージ４０５の下に配置されるドラフト・リストについての例示のスクリーンショ
ット４００を説明する。一実施形態の例により、図４に示すように、電子メール・メッセ
ージ４０５は、午後１２時１８分４１５にユーザーの電子メール・アカウントによって受
信する。電子メール４０５は、ユーザーのインボックス１１０にリストされる。また、ド
ラフト電子メール・メッセージ３１０が保存された（午後１２時１５分３１５）後に当該
電子メール４０５が受信されるために、受信した電子メール４０５は、インボックス１１
０において、ドラフト電子メール・メッセージ３１０を表すドラフト・リスト２１５の上
にリストされる。同様に、ドラフト電子メール・メッセージ２１０が保存された後、電子
メール・メッセージ４０５が受信され、メールボックス・フォルダー１５５，１６０に保
存される場合に、受信し保存した電子メール４０５は、メールボックス・フォルダー１５
５，１６０において、ドラフト電子メール・メッセージ２１０を表すドラフト・リスト２
１５の上にリストできる。
【００１９】
　実施形態によれば、図５に関連して、選択制御をユーザー・インターフェース１０５に
設けることができ、各種分類またはグルーピングによって電子メール・アイテムをソート
することができる。例えば、ドラフトの選択制御５０５を設けることができる。ドラフト
の選択制御５０５の選択によって、現在選択されているメールボックス・フォルダー１１
０，１４５，１５０，１５５，１６０，１７０のアイテムにおいてドラフト・アイテム２
１５のみを表示させることができる。ドラフト・アイテム２１５を表示させるために、他
の機能制御を設けることができるのが明らかである。他の実施形態によれば、選択制御に
わたるカーソルの選択、またはフォーカスは、ドロップ・ダウンを提供することができ、
選択制御のグループ化で分類されるアイテムをリストする。例えば、ドラフト選択制御５
０５の選択に応じて、ドロップ・ダウン・メニューを、ユーザーの電子メール・アカウン
トのドラフトのリストを含んで表示することができる。
【００２０】
　これより図６を参照する。メールボックス・フォルダー１１０，１４５，１５０，１５
５，１６０，１７０での新規の電子通信メッセージのドラフト管理を提供する方法６００
について説明する。方法６００は、動作６０５で開始し、動作６１０に進む。選択がユー
ザーによって行われ、新規の電子メール・メッセージ２１０が作成できる。各種方法を用
いることができ、例えば、新規の電子メール機能制御１７５、キーボード・ショートカッ
ト・キー等の選択のように、新規の電子メール・メッセージ２１０の作成の選択を行うこ
とができる。
【００２１】
　方法６００は動作６１５に進み、ユーザーは新規の電子メール・メッセージ２１０を作
成する。新規の電子メール・メッセージの作成は、電子メール・メッセージ２１０の１人
以上の受信者の追加、メッセージへの表題の追加、電子メール・メッセージの本文の作成
のようなメッセージへのコンテンツの追加を含むことができ、または、実施形態によれば
、新規の電子メール・メッセージを単にオープンするのを含むことができる。
【００２２】
　動作６２０では、電子メール・メッセージ２１０のドラフトが保存される。実施形態に
よれば、保存動作は、保存コマンドの選択の結果としてもよく、新規の電子メール・メッ
セージ２１０を生成するためにユーザーによって選択が行われた（６１０）後に生じても
よく、新規の電子メール・メッセージ２１０の生成（６１５）の間で所定の時間量が経過
した後に生じてもよく、またはユーザーが新規の電子メール・メッセージをクローズしお
よび／若しくは他のタスクにスイッチしたときに生じてもよい。一実施形態によれば、ド
ラフト電子メール・メッセージ２１０は、ドラフト・フォルダー１４５に保存される。他
の実施形態によれば、ドラフト電子メール・メッセージ２１０は、メールボックス・フォ
ルダー１１０，１５０，１５５，１６０，１７０に保存される。他の実施形態によれば、
ドラフト電子メール・メッセージ２１０は、ドラフト・フォルダー１４５およびインボッ
クス・フォルダー１１０のコンテンツを含んだ凝集したフォルダーに保存される。他の実
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施形態によれば、ドラフト電子メール・メッセージ２１０は、各種凝集したフォルダーの
内の１つに保存され、凝集したフォルダーが、ドラフト・フォルダー１４５および１つ以
上のメールボックス・フォルダー１５０，１５５，１６０，１７０のコンテンツを含む凝
集したフォルダーを含む。
【００２３】
　実施形態によれば、ドラフト電子メール・メッセージ２１０は、電子メール・アイテム
１１５，１２０，１２５のリストに含めることができる。すなわち、ドラフト電子メール
・メッセージ２１０を表すドラフト・アイテム２１５は、ユーザーのインボックス１１０
のリスト・ビューまたは現在選択されているメールボックス・フォルダー１５０，１５５
，１６０，１７０のリスト・ビューに表示することができ、また、表示された電子メール
・メッセージがドラフト電子メール・メッセージであることを示す識別子２２０を含むこ
とができる。
【００２４】
　実施形態によれば、ドラフト・アイテム２１５は、それが生成された順に、また新規の
メッセージを受信またはメールボックス・フォルダーに保存された順に現れることができ
る。例えば、ユーザーがドラフト電子メール・メッセージ２１０を保存するときに、ドラ
フト・アイテムは、ユーザーのインボックス１１０のトップに現れることができる。ユー
ザーがドラフト電子メール・メッセージ２１０を保存した後に、彼が新規の電子メール・
メッセージを受信する場合は、インボックスのアイテムのリストにおいて新規の電子メー
ルの指標をドラフト・アイテム２１５の上に表示することができる。他の実施形態によれ
ば、ドラフト・アイテム２１５は、ドラフト電子メール・メッセージ２１０が保存された
後に新規のメッセージが受信されまたはフォルダーに保存される場合でも、ドラフト・ア
イテム２１５は、ユーザーのメールボックス・フォルダー１１０，１５０，１５５，１６
０，１７０の頂部にリストすることができる。設定を設けることができ、ユーザーによっ
て、彼のインボックス１１０またはユーザーの所望の他のメールボックス・フォルダー１
４５，１５０，１５５，１６０，１７０内のドラフト・アイテム２１５の表示をカスタマ
イズできることが明らかである。
【００２５】
　動作６２５では、ユーザーはドラフト電子メール・メッセージ２１０をクローズし、別
のタスクへと切り替えることができる。動作６３０では、電子メール・クライアント・ア
プリケーションは、新規のメッセージ２１０のドラフトを、ユーザーのメールボックス・
フォルダー１１０，１４５，１５０，１５５，１６０，１７０のアイテムとしてリストし
続ける。方法６００は、動作６３５へと進み、ユーザーはドラフト電子メール・メッセー
ジ２１０を選択および再オープンする。ユーザーは、メッセージの作成（６１５）を続け
てもよく、または、本方法は動作６４０へと進み、ユーザーはドラフト電子メール・メッ
セージ２１０を送信若しくは削除することができる。ユーザーがドラフト電子メール・メ
ッセージ２１０の作成を続ける場合に、ドラフトを再保存することができ（６２０）、ま
た、実施形態によれば、ドラフト・アイテム２１５は、アイテムのリスト（電子メール１
１５，１２０，１２５）の頂部に移動させることができる。
【００２６】
　ドラフト電子メール・メッセージ２１０を送信または削除した（６４０）後に、動作６
４５では、ドラフト電子メール・メッセージを表すドラフト・アイテム２１５は、ユーザ
ーのメールボックス・フォルダー１１０，１４５，１５０，１５５，１６０，１７０のア
イテムのリスト（電子メール１１５，１２０，１２５）から除去することができる。本方
法は、動作６９５で終了する。
【００２７】
　他の実施形態によれば、ユーザーのアウトボックスのアイテムが、ユーザーのインボッ
クスに供給され、そして未送信のアイテムとして特定することができる。例えば、ユーザ
ーは、オフラインの環境で操作していてもよく、１または複数の電子メールをドラフトし
てもよい。ユーザーは送信コマンドを選択することができる。ドラフトは保存され、ユー
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ザーのメールボックス・フォルダーの未送信のアイテムとしてリストすることができる。
例えば、「未送信」というワードを、未送信のドラフト・アイテムの次に表示することが
できる。オンラインに戻ると、未送信のドラフトを送信することができ、アイテムのリス
ト（電子メール１１５，１２０，１２５）から除去することができる。
【００２８】
　本明細書に説明する実施形態および機能は、これに限定されないが、デスクトップ・コ
ンピューティング・システム、有線および無線のコンピューティング・システム、モバイ
ル・コンピューティング・システム（例えば、携帯電話、ネットブック、タブレットまた
はスレート型のコンピューター、ノートブック・コンピューター、およびラップトップ・
コンピューター）、ハンド・ヘルド・デバイス、マルチプロセッサー・システム、マイク
ロプロセッサー・ベースまたはプログラム可能なコンシューマ電子機器、ミニコンピュー
ター、およびメインフレーム・コンピューターを含む、多数のコンピューティング・シス
テムを介して動作させることができる。加えて、本明細書に説明する実施形態および機能
性は、分散システム（例えば、クラウド・ベースのコンピューティング・システム）を通
じて動作させることができ、インターネットまたはイントラネットのような分散コンピュ
ーティング・ネットワークを通じて、アプリケーション機能、メモリ、データ・ストレー
ジおよび抽出、並びに各種処理機能を相互に遠隔に操作することができる。各種の種別の
ユーザー・インターフェースおよび情報は、オンボードのコンピューティング・ディスプ
レイを介して、または、１つ以上のコンピューティング・デバイスに関連付けられたリモ
ート・ディスプレイ・ユニットを介して表示することができる。例えば、各種の種別のユ
ーザー・インターフェースおよび情報は、当該各種の種別のユーザー・インターフェース
および情報が投影される壁面に表示し相互作用することができる。本発明の実施形態を実
施できる多数のコンピューティング・システムとの相互作用は、キーストローク入力、タ
ッチ・スクリーン入力、音声または他のオーディオ入力、ジェスチャー入力を含む。当該
ジェスチャー入力では、コンピューティング・デバイス等の機能性を制御するためにユー
ザー・ジェスチャーをキャプチャーおよび解釈する検出機能（例えばカメラ）と共に、コ
ンピューティング・デバイスに付随して装備される。図７から図９、および関連する説明
により、本発明の実施形態を実施できる各種動作環境について検討を行う。しかしながら
、図７から図９に関し説明および検討するデバイスおよびシステムは、具体例の説明の目
的に過ぎず、本明細書に記載する本発明の実施形態を実施するのに利用することができる
、非常に数多くのコンピューティング・デバイスの構成を限定するものではない。
【００２９】
　図７は、本発明の実施形態を実施できるコンピューティング・デバイス７００について
例示の物理コンポーネント（すなわち、ハードウェア）を説明するブロック図である。後
述するコンピューティング・コンポーネントは、先に説明したコンピューティング・デバ
イスに適したものとすることができる。コンピューティング・デバイス７００は、基本構
成では、少なくとも１つの処理ユニット７０２およびシステム・メモリ７０４を含む。コ
ンピューティング・デバイスの構成および種別に従って、システム・メモリ７０４は、揮
発性ストレージ（例えば、ランダム・アクセス・メモリ）、不揮発性ストレージ（例えば
、リード・オンリ・メモリ）、フラッシュ・メモリ、またはこのようなメモリの如何なる
組み合わせをも含むことができるが、これに限定されない。システム・メモリ７０４は、
オペレーティング・システム７０５および１つ以上のプログラム・モジュール７０６を含
むことができ、プログラム・モジュール７０６は、電子メール・クライアント・アプリケ
ーション７２２のようなソフトウェア・アプリケーション７２０を起動するのに適したも
のである。オペレーティング・システム７０５は、例えば、コンピューティング・デバイ
ス７００の動作を制御するのに適したものとすることができる。更にまた、本発明の実施
形態は、グラフィックス・ライブラリ、他のオペレーティング・システム、または如何な
る他のアプリケーション・プログラムと連携して実施することができ、如何なる特定のア
プリケーションまたはシステムには限定されない。この基本構成は、図７において、点線
７０８内の複数のコンポーネントによって示される。コンピューティング・デバイス７０
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０は、付加的な特徴または機能を有することができる。例えば、コンピューティング・デ
バイス７００はまた、例えば、磁気ディスク、光ディスクまたはテープのような追加の（
取り外し可能および／または取り外し不能）なデータ・ストレージ・デバイスも含むこと
ができる。このような追加のストレージは、取り外し可能ストレージ７０９および取り外
し不能ストレージ７１０として図７に示される。
【００３０】
　先に説明したように、数多くのプログラム・モジュールおよびデータ・ファイルをシス
テム・メモリ７０４に格納することができる。処理ユニット７０２上で実行する間、例え
ば電子メール・クライアント・アプリケーション７２２のようなプログラム・モジュール
７０６は、例えば、方法５００の１つ以上の段階を含むプロセスを実行することができる
。先に説明したプロセスは例示であり、処理ユニット７０２は他のプロセスを実行するこ
とができる。本発明の実施形態により用いることができる他のプログラム・モジュールは
、電子メールおよびコンタクト・アプリケーション、文書処理アプリケーション、スプレ
ッドシート・アプリケーション、データベース・アプリケーション、スライド・プレゼン
テーション・アプリケーション、描画またはコンピューター支援アプリケーション・プロ
グラム等を含むことができる。
【００３１】
　更にまた、本発明の実施形態は、別個の電子エレメント、論理ゲートを収容するパッケ
ージ若しくは集積化された電子チップ、マイクロプロセッサーを利用する回路、または単
一チップ上に収容する電子エレメント若しくはマイクロプロセッサーを備える電気回路で
実施することができる。例えば、本発明の実施形態は、システム・オン・チップ（ＳＯＣ
）を通じて実施することができ、図７に示したコンポオーネントの各々または全てを単一
の集積回路上に集積化することができる。このようなＳＯＣデバイスは、１つ以上の処理
ユニット、グラフィックス・ユニット、通信ユニット、システム仮想化ユニット、および
全てが単一の集積回路としてチップ基板上へ集積化される（即ち、「バーンした(burned)
」）各種アプリケーション機能を含むことができる。ＳＯＣを通じて動作するときは、本
明細書に説明する、電子メール・クライアント・アプリケーション７２２に関する機能は
、単一の集積回路（チップ）上のコンピューティング・デバイス７００の他のコンポーネ
ントと集積化される用途限定ロジックを通じて動作させることができる。本発明の実施形
態はまた、機械的、光学的、流体工学の、そして量子技術を含むがこれに限定されない例
えばＡＮＤ，ＯＲ，ＮＯＴのような論理動作を実行することができる他の技術を用いて実
施することもできる。加えて、本発明の実施形態は、汎用目的コンピューターで、または
他の如何なる回路若しくはシステムでも実施することができる。
【００３２】
　コンピューティング・デバイス７００はまた、キーボード、マウス、ペン、音声入力デ
バイス、タッチ入力デバイス等のような１つ以上の入力デバイス７１２も備えることがで
きる。ディスプレイ、スピーカー、プリンター等のような出力装置７１４も含んでもよい
。上述したデバイスは例示であり、他のものを用いてもよい。コンピューティング・デバ
イウ７００は、他のコンピューティング・デバイス７１８と通信を可能にする１つ以上の
通信接続７１６を含んでもよい。適切な通信接続７１６の例には、ＲＦトランスミッター
、レシーバーおよび／または送受信回路、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）、パ
ラレルもしくはシリアル・ポート、および、適用可能なコンピューター読み取り可能媒体
で用いるのに適した他の接続が含まれが、これに限定されない。
【００３３】
　本発明の実施形態は、例えば、コンピューター・プロセス（方法）として、コンピュー
ティング・システムとして、または、コンピューター・プログラム製品もしくはコンピュ
ーター可読媒体のような製造物品として実装することができる。コンピューター・プログ
ラム製品は、コンピューター・システムによって読み込み可能、且つコンピューター・プ
ロセスを実行するための指示についてのコンピューター・プログラムをコード化するコン
ピューター・ストレージ媒体とすることができる。
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【００３４】
　本明細書で用いられるコンピューター可読媒体なる用語は、コンピューター・ストレー
ジ媒体および通信媒体を含むことができる。コンピューター・ストレージ媒体は、揮発性
および不揮発性、取り外し可能および取り外し不能な媒体を含み、コンピューター可読命
令、データ構造、プログラム・モジュールまたは他のデータのような情報のストレージに
ついての如何なる方法または技術でも実装される。システム・メモリ７０４、取り外し可
能ストレージ・デバイス７０９、および取り外し不能ストレージ・デバイス７１０は、す
べてのコンピューター・ストレージ媒体の例（すなわち、メモリ・ストレージ）である。
コンピューター・ストレージ媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、電気的消去可能リード・オンリ・
メモリ、フラッシュ・メモリ、若しくは他のメモリ技術、ＣＤ―ＲＯＭ、デジタル多用途
ディスク（ＤＶＤ）、若しくは他の光ストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディ
スク・ストレージ、若しくは他の磁気ストレージ・デバイス、または、情報を格納するの
に用いることができ、且つコンピューティング・デバイス７００によってアクセスできる
如何なる他の媒体をも含むことができるが、これに限定されない。このような如何なるコ
ンピューター・ストレージ媒体もが、コンピューター７００の一部とすることができる。
【００３５】
　通信媒体は、コンピューター可読命令、データ構造、プログラム・モジュール、または
搬送波若しくは他の移送機構のような変調データ信号の他のデータによって実現すること
ができ、如何なる情報配信媒体をも含み、また、如何なる情報配信媒体をも含むことがで
きる。「変調データ信号」という用語は、１つ以上の特性のセットを有し、信号内の情報
をコード化する手法で変更された信号のことを説明する。例えば、これに限定されないが
、通信媒体は、有線ネットワークまたは直接有線接続のような有線媒体、および、音響、
無線周波数（ＲＦ）、赤外線および他の無線媒体のような無線媒体を含むことができる。
【００３６】
　図８Ａおよび図８Ｂは、モバイル・コンピューティング・デバイス８００、例えば、携
帯電話、スマートフォン、タブレット・パーソナル・コンピューター、ラップトップ・コ
ンピューター等について例示する。本発明の実施形態はこれを用いて実施することができ
る。図８Ａに関し、実施形態を実装する例示のモバイル・コンピューティング・デバイス
８００について説明する。基本構成では、モバイル・コンピューティング・デバイス８０
０は、入力エレメントおよび出力エレメントの両方を有するハンドヘルド・コンピュータ
ーである。モバイル・コンピューティング・デバイス８００は通例、ディスプレイ８０５
および１つ以上の入力ボタン８１０を含む。入力ボタン８１０は、ユーザーによって、情
報をモバイル・コンピューティング・デバイス８００に入力するのを可能にする。モバイ
ル・コンピューティング・デバイス８００のディスプレイ８０５はまた、入力デバイス（
例えば、タッチ・スクリーン・ディスプレイ）として機能することもできる。任意の側面
の入力エレメント８１５が含まれると、更なるユーザー入力を可能にする。側面の入力エ
レメント８１５は、回転スイッチ、ボタンまたは他の如何なるタイプの手入力エレメント
としてもよい。代替の実施形態では、モバイル・コンピューティング・デバイス８００は
、多少の入力エレメントを組み込むことができる。例えば、ディスプレイ８０５は、幾ら
かの実施形態ではタッチ・スクリーンではなくてもよい。更に他の代替の実施形態では、
モバイル・コンピューティング・デバイス８００は、セルラー・フォンのようなポータブ
ル電話システムである。モバイル・コンピューティング・デバイス８００はまた、任意の
キーパッド８３５も含んでもよい。任意のキーパッド８３５は、物理的なキーパッドでも
、またはタッチ・スクリーン・ディスプレイ上に生成される「ソフト」キーボードとして
もよい。各種実施形態では、出力エレメントは、グラフィカル・ユーザー・インターフェ
ース（ＧＵＩ）を示すディスプレイ８０５、可視インジケーター８２０（例えば、発光ダ
イオード）、および／またはオーディオ変換器８２５（例えば、スピーカ）を含む。幾ら
かの実施形態では、モバイル・コンピューティング・デバイス８００は、ユーザーに触覚
上のフィードバックを供給する振動変換器を組み込む。更なる別の実施形態では、モバイ
ル・コンピューティング・デバイス８００は、信号を外部デバイスに送信し、または外部
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デバイスから信号を受信するために、オーディオ入力（例えば、マイクロホン・ジャッキ
）、オーディオ出力（例えば、ヘッドフォン・ジャッキ）、およびビデオ出力（例えば、
ＨＤＭＩ（登録商標）ポート）のような入力ポートおよび／または出力ポートを組み込む
。
【００３７】
　図８Ｂは、モバイル・コンピューティング・デバイスの一実施形態のアーキテクチャー
を示すブロック図である。すなわち、モバイル・コンピューティング・デバイス８００は
、幾らかの実施形態を実施するシステム（すなわち、アーキテクチャー）８０２を組み込
むことができる。一実施形態では、システム８０２は、１つ以上のアプリケーション（例
えば、ブラウザー、電子メール、カレンダー、コンタクト・マネージャー、メッセージン
グ・クライアント、ゲーム、および媒体クライアント／プレーヤー）を起動することがで
きる「スマートフォン」として実装できる。幾らかの実施形態では、システム８０２は、
統合パーソナル・デジタル・アシスタント（ＰＤＡ）および無線電話のようなコンピュー
ティング・デバイスとして集積化される。
【００３８】
　１つ以上のアプリケーション・プログラム８６６は、メモリ８６２にロードすることが
でき、オペレーティング・システム８６４上で、またはそれに付随してランすることがで
きる。アプリケーション・プログラムの例には、電話ダイアラー・プログラム、電子メー
ル・プログラム、個人情報管理（ＰＩＭ）プログラム、文書処理プログラム、表計算プロ
グラム、インターネット・ブラウザー・プログラム、メッセージング・プログラム等が含
まれる。システム８０２はまた、メモリ８６２内に不揮発性ストレージ領域８６８も含む
。不揮発性ストレージ領域８６８は、システム８０２が電源ダウンされる場合に損失して
はならない永続的な情報を格納するのに用いることができる。アプリケーション・プログ
ラム８６６は、電子メールまたは電子メール・アプリケーションにより用いられる他のメ
ッセージ等のような情報を不揮発性ストレージ領域８６８内で使用し格納することができ
る。同期アプリケーション（図示せず）がまたシステム８０２上に常駐し、ホスト・コン
ピューターに常駐する対応する同期アプリケーションと相互作用して、不揮発ストレージ
領域８６８に格納された情報がホスト・コンピューターに格納された対応する情報と同期
されるのを維持することができる。本願明細書に説明する電子メール・クライアント・ア
プリケーション７２２を含む他のアプリケーションをメモリ８６２にロードして、モバイ
ル・コンピューティング・デバイス８００上でランできることが認められて然るべきであ
る。
【００３９】
　システム８０２は、電源８７０を有し、１つ以上のバッテリーとして実施することがで
きる。電源８７０は更に、ＡＣアダプタまたはバッテリーを補充または再充電するまたは
電力ドッキング・クレイドルのような外部電力ソースを含んでもよい。システム８０２は
また、無線周波数通信を送信および受信する機能を実行する無線通信(radio)８７２を含
むこともできる。無線通信８７２は、通信キャリアまたはサービス・プロバイダーを通じ
て、システム８０２および「外界(outside world)」の間に無線接続性を容易にする。無
線通信８７２との間の伝送は、オペレーティング・システム８６４の制御下で遂行される
。換言すれば、無線通信８７２によって受信される通信は、オペレーティング・システム
８６４を介してアプリケーション・プログラム８６６に伝播することができる。逆もまた
同様である。
【００４０】
　無線通信８７２は、システム８０２が、ネットワークを介するように他のコンピューテ
ィング・デバイスと通信するのを可能にする。無線通信８７２は、通信媒体の１つの例示
である。通信媒体は、通例、コンピューター可読命令、データ構造、プログラム・モジュ
ール、または搬送波または他の移送機構のような変調データ信号内の他のデータによって
実現でき、如何なる情報配信媒体をも含むことができる。「変調データ信号」という用語
は、その特性の１つ以上を有し、信号内の情報をコード化する手法で変更された信号を意
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味する。一例によれば、これに限定されないが、通信媒体は、有線ネットワークまたは直
接有線接続のような有線媒体、並びに、音響、ＲＦ、赤外線および他の無線媒体のような
無線媒体を含む。本明細書で用いるコンピューター可読媒体なる用語は、ストレージ媒体
および通信媒体の両方を含む。
【００４１】
　システム８０２のこの実施形態は、可視の通知を供給することができる可視インジケー
ター８２０、および／またはオーディオ変換器８２５を介して聞き取り可能な通知を供給
することができるオーディオ・インターフェースを用いて通知を供給する。図示した実施
形態では、可視インジケーター８２０は、発光ダイオード（ＬＥＤ）であり、また、オー
ディオ変換器８２５はスピーカーである。これらのデバイスは、電源８７０に直接結合す
ることができ、その結果、活性化されると、プロセッサー８６０および他のコンポーネン
トがバッテリー電力を節約するためにシャットダウンする場合であっても、通知メカニズ
ムによって指図された期間にわたりオン状態を維持することができる。ＬＥＤは、ユーザ
ーがデバイスの電源オン状態を示す処置をとるまで、無期限にオン状態を維持するように
プログラムすることができる。オーディオ・インターフェース８７４は、聞き取り可能な
信号をユーザーに供給し、聞き取り可能な信号をユーザーから受信するように用いること
ができる。例えば、オーディオ変換器８２５に結合することに加えて、オーディオ・イン
ターフェース８７４はまた、マイクロフォンに結合し、電話での会話を促進するように、
聞き取り可能な入力を受け取ることができる。本発明の実施形態によれば、マイクロフォ
ンは、後述するように、オーディオ・センサーとしてセンサとして仕え、通知の制御を容
易にすることができる。システム８０２は更に、オンボード・カメラ８３０の動作がイメ
ージ、ビデオ・ストリーム等を尚も記録するのを可能にするビデオ・インターフェース８
７６を含むことができる。
【００４２】
　システム８０２を実施するモバイル・コンピューティング・デバイス８００は、付加的
な特徴または機能を有することができる。例えば、モバイル・コンピューティング・デバ
イス８００はまた、磁気ディスク、光ディスクまたはテープのような追加の（取り外し可
能および／または取り外し不能な）データ・ストレージ・デバイスを含むこともできる。
このような追加のストレージを不揮発性ストレージ領域８６８として図８Ｂに図示する。
コンピューター・ストレージ媒体は、コンピューター可読命令、データ構造、プログラム
・モジュールまたは他のデータのような情報をストレージするための如何なる方法または
技術で実装される揮発性および不揮発性、取り外し可能なおよび取り外し不能な媒体を含
むことができる。
【００４３】
　モバイル・コンピューティング・デバイス８００によって生成若しくはキャプチャーさ
れ、システム８０２を通じて格納されるデータ／情報は、先に説明したようにモバイル・
コンピューティング・デバイス８００上にローカルに格納することができる。または、当
該データは如何なる数のストレージ媒体上に格納することができ、当該ストレージ媒体は
無線通信８７２を介して、若しくはモバイル・コンピューティング・デバイス８００と、
該モバイル・コンピューティング・デバイス８００に付随する別個のコンピューティング
・デバイス、例えば、インターネットのような分散コンピューティング・ネットワークの
サーバー・コンピューターとの間の無線接続を介して、アクセスすることができる。この
ようなデータ／情報には、無線通信８７２を介して、または分散コンピューティング・ネ
ットワークを介して、アクセスできることが認められて然るべきである。同様に、このよ
うなデータ／情報は、電子メールおよび協働のデータ／情報共有システムを含む、公知の
データ／情報転送およびストレージの手段に従って、ストレージおよび使用のために、コ
ンピューティング・デバイス間で容易に転送できる。
【００４４】
　図９に、先に説明した、電子メール・クライアント・アプリケーション７２２を１つ以
上のクライアント・デバイスに設けるシステムのアーキテクチャーについての一実施形態
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相互作用され、または編集されるコンテンツは、異なる通信チャネルまたは他のストレー
ジ種別で格納することができる。例えば、各種文書は、ディレクトリ・サービス９２２、
ウェブ・ポータル９２４、メールボックス・サービス９２６、インスタント・メッセージ
ング・ストア９２８、またはソーシャル・ネットワーキング・サイト９３０を使用して格
納することができる。電子メール・クライアント・アプリケーション７２２は、本明細書
に説明したように、電子メール・クライアント・アプリケーションのメールボックス・フ
ォルダーにおいて新規の電子通信メッセージのドラフト管理を可能にするこれらの如何な
るシステム等をも使用することができる。サーバー９２０は、電子メール・クライアント
・アプリケーション７２２をクライアントに提供することができる。１つの例として、サ
ーバー９２０は、ウェブにわたる電子メール・クライアント・アプリケーション７２２を
提供するウェブ・サーバーとしてもよい。サーバー９２０は、ウェブにわたる電子メール
・クライアント・アプリケーション７２２を、ネットワーク９１５を通じてクライアント
に提供することができる。例えば、クライアント・コンピューティング・デバイス９１８
は、コンピューティング・デバイス９００として実装することができ、パーソナル・コン
ピュータ９１８ａ、タブレット・コンピューティング・デバイス９１８ｂ、および／また
はモバイル・コンピューティング・デバイス９１８ｃ（例えば、スマートフォン）で実現
することができる。これら如何なるクライアント・コンピューティング・デバイス９１８
もが、ストア９１６からコンテンツを取得することができる。各種実施形態では、本発明
を形成する複数のコンピューティング・デバイスの間の通信に使用される種別のネットワ
ークは、これに限定されないが、インターネット、イントラネット、ワイド・エリア・ネ
ットワーク（ＷＡＮ）、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）およびバーチャル・
プライベート・ネットワーク（ＶＰＮ）を含む。本出願において、ネットワークは。エン
タープライズ・ネットワーク、およびクライアント・コンピューティング・デバイスがエ
ンタープライズ・ネットワーク（すなわち、クライアント・ネットワーク）にアクセスす
るネットワークを含む。一実施形態では、クライアント・ネットワークは、エンタープラ
イズ・ネットワークの一部である。他の実施形態では、ゲートウェイ、リモート・アクセ
ス・プロトコル、またはパブリック若しくはプライベトのインターネット・アドレスのよ
うなクライアント・ネットワークは、外部で利用可能なエントリ・ポイントを通じてエン
タープライズ・ネットワークにアクセスする別個のネットワークである。
【００４５】
　本願で提供した１つ以上の実施形態の説明および図示は、如何なる方法でも特許請求す
る発明の範囲を制限または限定することを意図しない。本願で提供した実施形態、例示お
よび詳細は、占有を知らせるのに十分と考えられ、他の者が特許請求した発明のベストモ
ードを製造および使用することが可能である。特許請求した発明は、本願で提供した如何
なる実施形態、例示、または詳細に限定されるものと解釈してはならない。組み合わせて
または別個に示し説明したか否かに拘わらず、各種特徴（構造的および方法論的の両方）
は、選択的に含まれ、または特定の特徴のセットを有する実施形態を生じさせるのを省略
するのを意図するものである。本出願の説明および図示を提供してきた。当業者は、特許
請求された発明についてより広い態様の趣旨、およびより広い範囲から逸脱することのな
い本出願で実現される包括的な発明概念におさまる変形態様、修正態様、および代替実施
形態を想起することができる。
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